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第１章　総則

第１条　目的
この規則は、桂ケ丘地区内の防犯・防災及び環境維持管理（及び設置）が、桂ケ丘自治会により、適正に行われることを目的に定める。

第２章　会員

第２条　会員
この規則に定める防犯・防災及び環境維持管理費（「インフラ費」という）を納める会員は、次のとおりとする。
１．桂ケ丘自治会員（以下「自治会員」という）
２．前号に定める者のほか、桂ケ丘地区内に、現に居住する者、又は、その家屋を所有する者
　（１戸あたり１会員とする）（以下「自治会未加入者」という）
３．桂ケ丘地区内に、所在する法人、及び、事業所、事務所を所有する法人（以下、単に「法人」という）

第３条　自治会未加入者及び法人からの同意書
１．前条に定める自治会未加入者及び法人には、この規則内容等を説明又は配布し、同意書（別紙様式１）を徴するものとする。
２．前項に定める同意書を徴した会員は、自治会未加入者（法人）台帳（別紙様式２）に掲載し、適正な管理を行う。

第４条　入会
１．桂ケ丘地区内に居住することとなった場合、及び法人等については、桂ケ丘地区内に法人等を設置した場合、入会とみなし、桂ケ丘自治会に書面にて届け出するものとする。
２．防犯・防災及び環境維持管理費（インフラ費）を納める会員になった日がその月の１５日以前の場合は、入会月から第７条に定める管理費を納めるものとする。

第５条　退会
第２条に定める要件を満たさなくなった場合、退会とみなし、速やかに桂ケ丘自治会に届け出するものとする。

第３章　管理の内容

第６条　管理内容
桂ケ丘自治会は、桂ケ丘地区内の防犯・防災及び環境維持管理について、次の業務を行う。
１．防犯灯に関わること
２．防犯カメラに関わること
３．防犯・防災の協力助成金に関わること（交通安全協会、自警団、大森消防団への助成金等）
４．防災及び交通安全に関わること
５．環境維持管理に関わること（草刈機、軽トラック、清掃活動及び花いっぱい運動等）
６．法面剪定に関わること
７．防犯・防災及び環境維持管理費（インフラ費）の徴収に関すること
８．防犯・防災及び環境維持管理費（インフラ費）の会計に関すること
９．管理費の変更に関すること

第４章　管理費

第７条　管理費の額
会員は次に定める管理費を桂ケ丘自治会に納める。
１．自治会員は年額８，４００円とする。
２．自治会未加入者は、年額１０，８００円とする。
３．法人会員は、一口年額８，４００円とする。平成２３年３月３１日まで㈱桜ケ丘ハイツサービスに納付された管理費の口数とする。　
４．新たに加入する法人は、その土地の面積に応じ、次の計算により求めた口数とする。
土地の面積（㎡）÷３３０（㎡）＝口数（小数点以下切り上げ）

第８条　管理費の納付方法
１．自治会員及び自治会未加入者は、前条に定める管理費を、桂ケ丘自治会規約第２１条の定めに基づき、会費と併せて納付する。
２．法人会員は、桂ケ丘自治会の指定する方法により納入する。

第９条　管理費の納付時期
自治会員、自治会未加入者、及び、法人の管理費の納入時期は、桂ケ丘自治会規約第２１条に定める納付時期と同じ時期とする。

第１０条　未納付の場合の督促
１．第７条に定める管理費の納付がない場合、「未納付のお知らせ」（別記様式４）を送付する。
２．前項の「未納付のお知らせ」は、納付期限から２０日経過し納付の確認ができない場合に送付する。

第５章　会計

第１１条　経費
防犯・防災及び環境維持管理費（インフラ費）に要する経費は、当規則に定める管理費、可児市からの補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

第１２条　会計年度
１．会計年度は、毎年２月１日に始まり、翌年１月３１日に終わる。
２．会計報告は、年一回会計年度終了後に行う。

第１３条　計上
会計年度内におけるすべての収入及び支出は、すべて会計帳簿（金融機関通帳、現金出納簿等）に計上しなければならない。

第１４条　監査
本会計の監査は、桂ケ丘自治会規約第２３条に定める桂ケ丘自治会の監査役が行うものとする。

第６章　雑則　

第１５条　規則の改訂
本規則の変更については、桂ケ丘自治会総会の承認を得るものとする。

第１６条　例外規定
本規則の定めない事項については、その都度桂ケ丘自治会の役員会で協議決定するものとする。

付　　則
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
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平成２６年４月１日　改定
令和　２年４月１日　改定
令和　７年４月１日　改定
令和　８年３月８日　改定
